
 

津市公告第２４号 

条件付一般競争入札を執行しますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令

第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規則（平成１８年津市規則第４

０号）第４条の規定により、次のとおり公告します。 

令和８年３月５日 

 

津市長 前 葉 泰 幸 

  

別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１ 入札に付する事項 

⑴ 業務委託名 

モバイル端末機による遠隔通訳システム業務委託 

⑵ 業務委託の概要 

本市役所の窓口等に訪れた外国人の来庁者と本市職員が、受注者により

設定されたタブレット端末を用い、三者で円滑なコミュニケーションをと

りながら通訳を行う業務（詳細は、別紙仕様書参照） 

⑶ 業務の履行期間  

   令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで（３６か月） 

  ア この契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の

３、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」とい

う。）第１６７条の１７及び津市長期継続契約を締結することがで

きる契約を定める条例（平成１８年津市条例第３１９号）第２条第

２号に基づく長期継続契約です。 

  イ この契約は、履行期間の始期の属する年度に係る歳入歳出予算に

つき、津市議会の議決があったときに効力が生じるものとします。 

  ウ 津市は、この契約の締結の日の属する年度以降において、津市の

歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契

約を変更し、又は解除することができます。 

２ 入札の参加者に必要な資格 

  参加資格要件は、下記の事項の全てに該当する者とします。 

⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者 

⑵ 本件の公告から入札時までの期間において、本市から指名停止等を受け

ていない者 

⑶ 手形交換所から取引停止処分を受けるなど経営状態が著しく不健全でな

い者 

⑷ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立

て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申 

立て、破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立て、 

会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく清算の開始又は会社法の施行

に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６４

条の規定による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）に基づく整理開

始の申立て若しくは通告がなされていない者（民事再生法に基づく再生手



 

 

続開始の申立て又は会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされた

者であっても再生計画又は更生計画が認可された者を除きます。） 

⑸ 納期の到来している国税・市町村税を完納している者 

⑹ 令和３年度以降に受注した行政窓口でのモバイル端末機による遠隔通訳 

システム業務について連続１２か月以上の履行実績があること。 

ただし、自社の運営するコールセンターでの応答率が通算６割以上であ

ること。 

３ 入札の参加申し込みに係る書類の配布 

仕様書、仕様書に関する質問書等については、津市ホームページ当該入札

記事内【https://www.info.city.tsu.mie.jp】からダウンロードしてくださ

い。 

４ 入札に係る仕様書に関する質問及び回答 

⑴ 質問書の提出期限等 

  ア 提出期限 

    令和８年３月１１日（水）午後３時まで 

  イ 提出場所 

    〒５１４－８６１１ 津市西丸之内２３番１号 

津市本庁舎３階 市民部市民交流課多文化共生担当 

  ウ 提出方法 

    仕様書に関する質問書（第１号様式）に質問内容を記入の上、提出場

所に郵送、電子メール又はＦＡＸ（電子メールの場合は、押印がわかる

ように第１号様式をＰＤＦファイル等に複写すること。）により提出し

てください。 

    なお、代表者氏名については自署又は記名と押印（入札参加資格審査

申請使用印鑑届出印又は実印）とします。 

    《送信先》 

    電子メール 229-3252@city.tsu.lg.jp 

    ＦＡＸ番号 ０５９-２２７-８０７０ 

 エ その他 

    電話、口頭等による質問や提出期限を過ぎて提出された質問書及び押

印のない質問書は受け付けません。また、郵送・電子メール・ＦＡＸの

場合は電話で到着の確認を必ず行ってください。 

⑵ 質問に対する回答 



 

 

  ア 回答期日 

    令和８年３月１３日（金） 

  イ 回答方法 

津市ホームページ当該入札記事内において公開します。（質問者名は

非公開とします。）また、意見の表明と解されるものについては、回答

しない場合があります。 

    なお、入札後において仕様書等についての不明を理由とした異議の申

し立てはできず、回答に対する再度の質問は原則認めませんので、質問

書には質問内容を明確に記載し提出してください。 

５ 入札の参加資格の確認等 

  本件入札に参加しようとする者は、次に掲げるところにより書類等を提出

し、本件入札の参加資格の確認を受けなければなりません。提出期間内に当

該書類等を提出しない者又は本件入札の参加資格を有することが認められな

かった者は、本件入札に参加することはできません。 

⑴ 提出期限   

   令和８年３月１７日（火）午後４時まで 

   ※この期限を過ぎて送達された申請書類は受理しません。 

    また、郵送等の場合の未達等のトラブルに関して本市では一切の責任

を負いませんので、必ず電話等で到着の確認を行ってください。 

⑵ 提出場所 

   〒５１４－８６１１ 津市西丸之内２３番１号 

津市本庁舎３階 市民部市民交流課多文化共生担当 

⑶ 提出方法 

    提出方法については、原則として一般書留又は簡易書留としますが、当

課への持参を可とします。（上記提出期限必着） 

   また、郵送による提出の場合は当課へ到着確認を必ず行ってください。 

⑷ 提出書類 

   提出書類は、次のアからクまでのとおりとし、それぞれ正本１部を提出

してください。ただし、官公署が交付した証明書類等については、申請書

提出時における最新のもの（申請日以前３ヶ月以内に発行されたもの）を

提出することとし、下記にコピー可と記載のある証明書類は、写真機・複

写機等を使用して機械的な方法により複写したもので、ほぼ原寸大（原寸

がＡ４版以外の版形のものは、できる限りＡ４版に拡大又は縮小すること。）



 

 

であり、かつ、鮮明であるものに限り、写しによって差し支えないものと

します。 

なお、津市競争入札参加資格者名簿に登録されている者については、オ

からキまでの書類の省略をすることができるので、アの書類の３の□にレ

点を入れてください。 

  ア 条件付一般競争入札参加資格審査申請書（第２号様式） 

  イ 宣誓書（第３号様式） 

  ウ 業務実績届出書（第４号様式）及び当該業務委託契約書等（仕様書を

含む。）の写し。 

令和３年度以降に受注した行政窓口でのモバイル端末機による遠隔通 

訳システム業務について連続１２か月以上の履行実績があること。（完 

了確認書等の書類添付） 

ただし、自社の運営するコールセンターでの応答率が通算６割以上で

あること。（応答率の実績書類等の添付） 

  エ 完納証明書（コピー可） 

地方公共団体で完納証明書がない場合には、滞納がないことを表す証

明書に代えることができることとします。 

（条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出日の前３か月以内に証

明されたものに限ります。オ及びカについても同じです。） 

(ｱ) 国税に関する証明書 

       国税の未納の税額がないことの証明書（個人事業主にあってはその

３の２、法人にあってはその３の３） 

(ｲ) 市町村税完納証明書 

     本社所在地における市町村税等の完納証明書を提出してください。

なお、支店等が本件の入札、契約を行う場合は、本店所在地及び支店

等所在地の市町村税等の完納証明書を提出してください。（新規に支

店等を開設した場合は「法人等開設届（写）」を添付してください。） 

  オ 登記事項証明書（現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書） 

  カ 印鑑証明書（コピー可） 

  キ 使用印鑑届（様式第５号） 

入札、見積及び契約について使用する印鑑が実印と異なる場合は使用

印を、実印と同じ場合は実印を押印したものを提出してください。     

⑸ 本件入札の参加資格の確認結果の通知 



 

 

本件入札の参加資格の確認結果は、令和８年３月１９日（木）までに条

件付一般競争入札参加資格審査確認結果通知書（第６号様式）により通知

します。（入札参加資格者には入札者確認票（第７号様式）、入札書（第

８号様式）を同封します。） 

   なお、本件入札の参加資格の確認を申請した時に提出された書類は、本

件入札の参加資格の有無にかかわらず、返却しません。 

６ 入札及び開札 

 ⑴ 日時 

   令和８年３月２５日（水）午前１０時から 

 ⑵ 場所 

   津市西丸之内２３番１号 津リージョンプラザ 第７会議室（３階） 

 ⑶ その他 

   入札前に入札者確認票（第７号様式）を提出し確認を受けてください。 

７ 入札保証金 

  入札保証金は免除します。 

８ 入札の無効 

  津市契約規則（平成１８年津市規則第４０号。以下「規則」という。）第

１９条各号または津市条件付一般競争入札参加者心得４のいずれかに該当す

る入札は無効とします。 

９ 契約保証金 

  契約を締結する際に、契約金額に１２を乗じて得た額の１００分の１０以

上の契約保証金を納付しなければなりません。ただし、規則第２８条第１項

各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付を免除することができ

ます。 

10 その他注意事項 

⑴ 入札にあたっては、入札書（第８号様式）を使用し、仕様書に基づく入

札金額等を鮮明に表示し、封筒（条件付一般競争入札参加者心得参照）に

入れ、貼合わせ部分に３か所の封印をしてください。 

   入札金額は、月額（消費税及び地方消費税抜き）をもって表示してくだ

さい。 

⑵ 落札に当たっては、入札書に記載された 

金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって



 

 

落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０

分の１００に相当する金額を入札書に記載してください。 

なお落札は、予定価格の範囲内において、最低価格入札者とし、最低価

格入札者が２者以上ある時は、くじ引きにより落札者を決定するものとし

ます。 

⑶ 初度の入札で予定価格に達しなかった場合、再度入札を行う場合があり

ます（原則として２回）。 

⑷ 本件入札に係る費用は、全て入札者の負担とします。 

⑸ 天災その他やむ得ない事由により入札を行うことができないときは、入

札を延期又は中止することがあります。なお、入札の中止等に至った場合

においても見積りその他入札に係る一切の費用は補償しません。 

⑹ その他、入札の参加者は、別添「条件付一般競争入札参加者心得」に留

意の上、入札を行ってください。 

⑺ 提出書類の到着確認、窓口への書類の提出等は、午前８時４５分から午

後４時までの間とします。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関す

る法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日は除きます。 

 

【問い合わせ先】 

         〒５１４－８６１１ 三重県津市西丸之内２３番１号 

                   市民部市民交流課多文化共生担当  

         電話番号      ０５９－２２９－３１４６ 

         ＦＡＸ       ０５９－２２７－８０７０ 

         メールアドレス   229-3252@city.tsu.lg.jp 


